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第三者評価結果　
事業所名：ちゃいれっく並木二丁目保育室

共通評価基準（45項目）
Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
１　理念・基本方針

（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者評価結果

【１】
Ⅰ-１-（１）-①
　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

a

＜コメント＞

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者評価結果

【２】
Ⅰ-２-（１）-①
　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。

a

＜コメント＞

【３】
Ⅰ-２-（１）-②
　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

b

＜コメント＞

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者評価結果

【４】
Ⅰ-３-（１）-①
　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

b

＜コメント＞

【５】
Ⅰ-３-（１）-②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

a

＜コメント＞
単年度の計画と収支計画は、中・長期計画の内容を反映させて、当該年度に取り組むべき内容や年間の行事計画を記載しています。単
年度計画の取組内容については、実行可能な内容を具体的に設定しています。園の利用者数や職員数などの数値目標を明記しているほ
か、園内のスペース活用方法や保護者支援、地域支援などの運営面での課題について明確にするとともに、その課題に対する方策を明
記して、実施状況の評価を行える内容となっています。

法人のホームページや園のパンフレットに、保育理念、保育方針を掲載しています。職員へは、入職時の研修で周知を図っているほ
か、指導計画の作成時に理念と方針に立ち返るなどして、職員間で確認し合っています。保護者へは、入園説明会や年度始めの保護者
懇談会で重要事項説明書に沿って説明をしています。

月一度の法人の園長会議では、社長をはじめ法人の上層部や担当部署、系列各園の園長、施設長らが参加して、社会福祉事業全体の動
向を踏まえた法人の事業運営について確認しています。施設長は金沢区の園長会議に出席し、金沢区こども家庭支援課の担当者より、
地域の各種福祉計画の策定動向について説明を受けています。子どもの数や保育ニーズなど、園が位置する地域の特徴や課題の分析、
園のコスト分析などは、法人の担当部署で行っており、エリアマネジャーと施設長で連携を図りながら、分析を行っています。

施設長は、園を取り巻く経営環境や園の経営状況の分析に努めていますが、職員との共有が課題となっています。課題として人材確保
と人材育成などを明確にしています。エリアマネジャーを通じて、法人の上層部とも課題の共有化を図り、採用課で人材確保に向けて
取組を進めています。施設長は、職員会議で、園の運営面での課題点について説明し、園内研修の充実化に向けて意見交換を行うな
ど、職員個々のスキル向上に取り組んでいます。

法人の中・長期計画には、保育の質の向上、人材確保などの項目ごとに取組内容を明記しています。園としての3ヶ年の中・長期計画
は、法人の中・長期の計画の内容を反映させながら策定し、「子どもの生きる力を育てる」と、保育の方向性とビジョンを明示して、
保育内容、職員育成、子育て支援などの取組内容を設定しています。今後はさらに、実施状況の評価をより的確に行うために、数値目
標や具体的な成果の設定が期待されます。



【６】
Ⅰ-３-（２）-①
　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。

a

＜コメント＞

【７】
Ⅰ-３-（２）-②
　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

b

＜コメント＞

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者評価結果

【８】
Ⅰ-４-（１）-①
　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

a

＜コメント＞

【９】
Ⅰ-４-（１）-②
　評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

a

＜コメント＞

Ⅱ　組織の運営管理
１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】
Ⅱ-１-（１）-①
　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。

b

＜コメント＞

（２）　事業計画が適切に策定されている。

法人の中・長期計画は、法人の園長会議で系列各園の園長、施設長に周知し、共有化を図っています。園の中・長期計画と単年度の計
画は、職員会議での職員の意見を踏まえ、施設長と正職員が中心となって策定し、完成した計画を職員会議で周知しています。年度末
の職員会議では、年間の保育実践や行事などの振り返りを通して事業計画の評価につなげています。事業計画に対する評価内容は、エ
リアマネジャーとも共有し、次期の計画策定に生かしています。

単年度の事業計画の主な内容については重要事項説明書に記載し、入園説明会及び年度初めの保護者懇談会で、保護者にわかりやすく
説明しています。事業計画をファイリングして玄関に設置し、保護者がいつでも確認できるようにしていますが、利用者には十分に伝
わっていません。行事予定表には、保護者が参加する行事などに印を付けて記載し、行事の開催方法や内容を丁寧に説明して、保護者
の参加を促すよう配慮しています。

指導計画に対する評価は、月2回の職員会議で日々の振り返りや保育日誌に基づいて行っています。職員間で課題を共有して保育内容
や環境設定の見直しを行い、次期の計画作成につなげており、保育内容について組織的に評価を行う体制を整備しています。園の自己
評価は、法人で策定している書式を用いて、毎年度3月に実施しており、職員個々の自己評価結果や職員会議での意見をふまえて施設
長が評価結果をまとめています。第三者評価は今回初めての受審です。評価結果は職員全体で共有し、改善策を話し合うこととしてい
ます。

園内研修の充実や職員の意識向上、より良い環境整備についてなど、園の自己評価結果から抽出した課題については自己評価票に記載
し、職員会議で共有しています。課題の改善に向けて職員会議で意見交換を行い、改善策を事業計画に記載して計画的な取組の推進に
努めています。改善策の実施状況は、職員会議で都度確認を行っており、年度末に年間を通して評価を行い、必要に応じて見直しを
図っています。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

施設長は、園の運営に関する方針について事業計画に明示していますが、広報誌などの職員への周知工夫が課題です。また、園だより
には園の保育の方向性などをわかりやすく記載しています。施設長は、子ども自身が自分は大切にされていると実感できるような保育
にあたることや、職員間で協力し合って働きやすい職場づくりを行っていくことなどを折りに触れて伝えています。運営規程には、施
設長の役割と責任について記載し、職員間で共有しています。有事の際の施設長の役割と責任、施設長不在時の権限委任については、
緊急時のフローチャートに明記して保育室に掲示し、職員間に周知しています。



【11】
Ⅱ-１-（１）-②
　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【12】
Ⅱ-１-（２）-①
保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

【13】
Ⅱ-１-（２）-②
　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。

b

＜コメント＞

２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】
Ⅱ-２-（１）-①
　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

a

＜コメント＞

【15】
Ⅱ-２-（１）-②
　総合的な人事管理が行われている。

b

＜コメント＞

【16】
Ⅱ-２-（２）-①
　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

a

＜コメント＞

法人が策定している「人材育成ビジョン」に、人員体制や人材確保、人材育成に関する方針を明示しています。施設長は、法人の方針
に基づき、園の運営に必要な保育士、栄養士など専門職の配置、常勤職員と非常勤職員の比率など、人員体制についての計画を作成し
ています。エリアマネジャーや法人の担当部署と連携して、計画に基づいた人材確保、人材育成に取り組んでいます。法人ホームペー
ジ上で、採用情報を掲載したり、就職フェアに参加したり、職員による紹介制度を導入するなどして採用活動を進めています。

「人材育成ビジョン」に、法人として求める人材像、職員としてありたい姿を明示しています。また、キャリアパスの仕組みを明確に
して、職員が自ら将来の姿を描くことができる総合的な人事管理の仕組みを構築しています。就業規則と給与規程で、採用、異動、昇
進などの人事基準を定め、入職時に職員に説明しています。法人で定めた人事考課表を用いて、9月と3月に人事考課を実施し、職員の
専門性や職務遂行能力、貢献度などを評価しています。しかし、全体の人事管理制度は職員に十分な理解を得られていません。処遇改
善については、施設長との個人面談や職員の満足度調査などから抽出された職員の意見を踏まえて、法人の担当部署で改善策の検討を
行っています。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

労務に関する実務全般は、施設長が行っており、有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを毎月集計し、職員の就業状況を把握して
います。施設長は職員との個別面談で職員の意向や心身の状況、家庭の様子などを確認し、個々の状況に応じて働きやすい環境となる
よう配慮しています。法人では、産業医を配置しているほか、家賃補助や勤続表彰制度などの福利厚生を実施しています。産休や育児
休暇、介護休暇の規程を整備し、時短勤務を導入するなどしてワーク・ライフ・バランスに配慮しています。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

施設長は、法人が実施している全国園長施設長研修で法令遵守の観点で管理者として必要な知識を学び、利害関係者との適正な関係を
保持しています。環境への配慮に関する法令なども十分把握し、職員だけでなく、節電や節水など、子どもも一緒に取り組めるよう、
わかりやすく伝えながら実践しています。職員に対しては、入職時研修や法人研修で遵守すべき法令について職員教育を実施している
ほか、園内研修においても、ハラスメントや虐待の防止について学び合ったり、ニュースになった事例を採り上げるなどして職員間で
確認し合っています。

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

施設長は、実際に保育現場に入って職員と子どもの関わり方を観察しているほか、指導計画や保育日誌などを確認して保育の質の現状
について継続的に評価、分析を行っています。職員会議では子どもが遊び込める環境設定や安全に過ごすことができる保育環境づくり
などについて振り返りを行いながら、「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を踏まえて、「2歳児までに育って欲しい姿」につい
て話し合い、どのように子どもと関わりを持ち、どのような保育を行っていけば良いのかなどをまとめるなど、保育の質の向上を目指
して園全体で取り組んでいます。

施設長は、課題である人材確保に向けて、エリアマネジャーと連携を図りながら、法人の採用担当部署に園の現況を伝えています。業
務の実効性を向上させるため、園の現況分析を行い、職員の意見を聞きながら、法人と連携してICT化を推進しています。園児の欠席
連絡や園だよりの配信、身体測定の記録など、電子媒体で作成、運用し業務のスリム化を図っています。また、小規模園という特色を
生かし、職員間が連携し、相互に協力し合える関係性の構築に努めていますが、経営に関する意識形成に課題もあります。



【17】
Ⅱ-２-（３）-①
　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

a

＜コメント＞

【18】
Ⅱ-２-（３）-②
　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。

a

＜コメント＞

【19】
Ⅱ-２-（３）-③
　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

a

＜コメント＞

【20】
Ⅱ-２-（４）-①
　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。

b

＜コメント＞

３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】
Ⅱ-３-（１）-①
　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

b

＜コメント＞

【22】
Ⅱ-３-（１）-②
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。

a

＜コメント＞
経理マニュアルに、園における事務、経理、取引に関するルールと職務分掌、権限と責任を明確に定めています。施設長は、園の運営
状況や経理に関するデータを毎月法人の経理担当部署に報告しています。法人では、内部監査規程に沿って適切に内部監査を実施して
いるほか、税理士による外部監査も定期的に実施し、経理業務に関するアドバイスを受けて経営改善を実施しています。

園のホームページ上で、保育理念や保育方針、保育内容のほか、苦情対応体制、苦情受付件数、第三者評価の受審について公表してい
ます。法人のホームページ上には、「子育て支援を通じて社会に貢献する」と明示して、社会や地域に対して法人及び園の存在意義や
役割を明確にしています。園のパンフレットを金沢区こども家庭支援課などに置き、園の活動を地域に向けて発信しています。今後は
さらに、園の事業計画や事業報告、財務状況などについても、ホームページ上で公表されることが期待されます。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

職員は、年度末に人事考課の自己点検を行い、次年度に向けた年間の個人目標を人事考課表に記載しています。施設長との個別面談で
は、人事考課の結果を踏まえて、年間の振り返りを共有し、当該年度の目標達成度の確認を行うとともに、次年度に向けた目標が適切
に設定されているかを確認し合っています。年度の中間時期に行う個別面談では、目標に対する進捗状況を確認しています。施設長
は、個々の仕事に対する悩み事を聞いたり、助言するなどして、意欲の向上につなげており、一人ひとりの育成に向けて取り組んでい
ます。

法人では、「人材育成ビジョン」に基づいて、年間の法人研修計画を作成しています。保育所の職員として必要な専門知識や専門技術
を習得できるよう、様々なテーマを設定しています。園では、法人から示された研修実施内容に沿って年間の園内研修計画を作成して
います。外部研修は、キャリアアップ研修などに参加するよう調整を行っています。研修計画に沿って、職員研修を計画的に実施して
おり、研修内容については、職員の意見等を参考にして見直しを行い、次年度の計画作成に生かしています。

施設長は、職員一人ひとりの知識、技術水準、専門資格の取得状況を把握し、それぞれがさらにスキルアップできるよう、研修への参
加を調整しています。新入職員に対しては、指導担当の職員を配置してOJT研修を実施しています。法人研修では、階層別研修や職種
別研修、新卒職員のフォローアップ研修を実施し、園内研修では、幼児期までに育って欲しい姿についてや虐待防止、不審者対応など
様々なテーマで研修を行っています。行政などが主催する外部研修の情報を職員に周知し、本人の希望にも配慮して非常勤職員も参加
できるよう調整しています。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

実習生の受け入れに関するマニュアルがあり、受け入れ手順や受け入れに関する留意事項、基本的な実習の進め方などを明記して、職
員間で共有しています。実習生へはオリエンテーションで、子どもへの対応方法や守秘義務について説明しています。施設長は実習を
担当する職員に指導方法などについてアドバイスを行っています。今後はさらに、実習生の育成に関する基本姿勢をを明確にして、実
習生の受け入れに関するマニュアルに明記されることが期待されます。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。



４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】
Ⅱ-４-（１）-①
　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【24】
Ⅱ-４-（１）-②
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

c

＜コメント＞

【25】
Ⅱ-４-（２）-①
　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。

a

＜コメント＞

【26】
Ⅱ-４-（３）-①
　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

a

＜コメント＞

【27】
Ⅱ-４-（３）-②
　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。

b

＜コメント＞

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

運営規程に地域との関わり方についての基本的な考え方を明示しています。地域の行事やイベントなどのチラシを掲示して保護者に情
報提供し、園として積極的に参加しています。保護者のニーズや相談に応じて病児保育施設や横浜市南部地域療育センターなど、利用
できる社会資源を紹介しています。SDGｓの取組として散歩で行き交う人々と挨拶を交わしながら、子どもたちが描いた絵カードを直
接渡すなどして、子どもと地域の人との交流を広げられるよう取り組んでいます。

園では、紙芝居などをしてくれる地域のボランティアを受け入れるなどの実績がありますが、現在は、コロナ禍ということもあり、ボ
ランティアや小中学生の職場体験、高校生のインターンシップなどの受け入れは、難しい状況となっています。地域の学校教育等への
協力についての基本姿勢を運営規程に明記していますが、今後はさらに、ボランティア受け入れに関する基本姿勢や、ボランティアの
受け入れ対応方法などマニュアルに記載すべき内容を精査してのマニュアル整備が期待されます。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

地域の関係機関や医療機関などの情報を記載したリストを園内に掲示しています。各関係機関との対応は、施設長が行っており、連携
内容や状況については、職員会議で周知しています。園では地域のケアプラザと協働して地域の親子向けの子育て講座などを行ってお
り、定期的に会議を実施して開催方法や内容について話し合っています。施設長は、金沢区の園長会議に出席して情報交換を行ってい
るほか、近隣の保育園と地域の子育てイベントなどで交流しており、連携を図れる体制となっています。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

園の第三者委員は地域の民生委員を務めた事もあり、施設長は年に1回程度、地域の情報などを聞いています。地域のケアプラザとの
会議や金沢区の園長会議などでも地域の福祉ニーズや生活課題に関する情報把握に努めています。園の見学に訪れる地域の保護者から
育児に関する相談を受け付けているほか、ケアプラザと共催している子育て講座で地域の保護者から相談を受けるなどして、子育て世
代の福祉ニーズを把握しています。

園では、把握した地域のニーズに基づいて、地域ケアプラザと協働して地域の親子を対象に子育て講座を開催したり、金沢区の子育て
支援イベントに参加するなどして、園が有する専門的な技術や知識を地域に還元するよう取り組んでいます。職員は、散歩先の公園で
ごみ拾いを行ったり、散歩の道中では地域の人々と積極的に挨拶をし、地域に貢献できるよう努めていますが、積極的な活動とはなっ
ていません。食料品や紙おむつなどを多めに備蓄しており、災害時の地域支援に活用できるようにしています。また、一時的な避難場
所として施設を提供できるよう体制を整えています。



Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者評価結果

【28】
Ⅲ-１-（１）-①
　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【29】
Ⅲ-１-（１）-②
　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。

a

＜コメント＞

【30】
Ⅲ-１-（２）-①
　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している。

a

＜コメント＞

【31】
Ⅲ-１-（２）-②
　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している。

a

＜コメント＞

【32】
Ⅲ-１-（２）-③
　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている。

b

＜コメント＞

【33】
Ⅲ-１-（３）-①
　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

園のパンフレットには、保育理念や保育方針のほか、保育内容、デイリープログラムなどを写真とイラストを用いてわかりやすく掲載
し、金沢区こども家庭支援課に置いて、多くの人が入手できるようにしています。園のホームページ上では園児の募集状況や見学の問
い合わせフォーム、金沢区こども家庭支援課の連絡先なども掲載し、利用希望者にとって必要な情報を積極的に提供しています。見学
は1組ずつ受け入れて施設長が対応し、パンフレットに沿って丁寧な説明を行うとともに活動の様子などの写真をアルバム形式で見て
もらうなどしています。

重要事項説明書を毎年作成し、入園説明会と年度初めの保護者懇談会でそれぞれ説明を行っています。入園説明会では、園の保育の特
色や保育内容のほか、慣れ保育の進め方などを丁寧に説明し、持ち物の見本を見せるなど、保護者が理解しやすいよう工夫していま
す。進級する保護者に対しては、変更箇所を重点的に説明しており、説明後には、保護者より同意書を受領しています。日本語での会
話が難しい場合には、翻訳した資料などを準備し、個別に対応する体制を整えています。

卒園後の受け入れ先である連携園については、重要事項説明書に記載しているほか、連携園への引き継ぎを行うことを個人情報の取り
扱いに関する文書に掲載し、入園時に保護者に説明しています。連携園へは、個別の記録に基づいて、保育の継続性に配慮して所定の
書式を用い、引き継ぎを行うこととしています。園の利用が終了したあとも、いつでも相談に応じることを口頭で保護者に伝えていま
す。今後はさらに、相談対応について記載した文書を作成し、保護者に渡すことを期待します。

職員は、日々の保育を行う中で、子どもの遊んでいる様子や表情、しぐさなどから、子どもが満足いくまで遊び込めているかなどを十
分把握しています。保護者に対しては、年度末に法人が作成している保護者アンケートや運動会などの行事後アンケートを行うなどし
て満足度を把握しています。保護者懇談会や運営委員会、個別面談などの機会を通して保護者の意向を確認しています。保護者アン
ケートの結果は、ほぼ満足度が100％となっており、職員やエリアマネジャーと結果を共有して、さらに向上できるよう意識統一を
図っています。

（３）　利用者満足の向上に努めている。

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

保育理念や保育方針、保育の手順マニュアルに、子どもを尊重した保育の実施について明示しており、職員は共通認識のもと、保育の
実践につなげています。法人研修では、子どもの人権擁護に関する研修を実施し、参加した職員が職員会議で研修内容を報告するなど
して学び合っています。人事考課表に基本的人権に関する項目を設定し、定期的に職員が自己点検を行い、施設長による評価を実施し
ています。職員は、ジェンダーフリーを意識して保育にあたっており、固定的な対応をしないよう心がけています。

子どものプライバシー保護について、職員としての心構え、責務等を保育の手順マニュアルや行動基準を示したマニュアルに明記して
います。職員は日々の保育を行う中で、着替えやおむつ交換のスペースを確保しているほか、トイレなどの援助を行う際に、子どもの
プライバシーに配慮することを職員間で確認し合っています。子どものプライバシーに配慮した保育実践については、保護者懇談会や
個人面談の際に保護者に伝えています。



【34】
Ⅲ-１-（４）-①
　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

a

【判断した理由・特記事項等】

【35】
Ⅲ-１-（４）-②
　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知している。

a

＜コメント＞

【36】
Ⅲ-１-（４）-③
　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。

a

＜コメント＞

【37】
Ⅲ-１-（５）-①
　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。

a

＜コメント＞

【38】
Ⅲ-１-（５）-②
　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

【39】
Ⅲ-１-（５）-③
　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。

a

＜コメント＞

（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

苦情解決責任者と苦情受付担当者、第三者委員を2名設置し、苦情解決の体制を整備しています。苦情処理に関する規則に沿って、報
告や記録などを適切に行うこととしています。申し出者には、検討した内容や改善策等を伝え、プライバシーに配慮したうえで苦情内
容を掲示などで公表することとしています。これまでに苦情を受け付けたことはほとんどありませんが、些細なことでも保護者からの
要望を丁寧に傾聴することを職員間で確認し合っています。

重要事項説明書に相談窓口として、施設長、エリアマネジャー、法人のホットライン、第三者委員のほか、横浜市福祉調整委員会の連
絡先を掲載し、相談先が複数あることを伝えています。また、内容によっては、栄養士が対応することも伝えています。相談は、面
接、電話、文書、メールなど、複数の方法で受け付けていることについて重要事項説明書に記載して保護者に伝えています。保護者か
ら相談を受け付けた際は、空いている保育室などプライバシーを守れるスペースを確保しています。

施設長はじめ職員は、保護者からの相談事や悩み事に共感しながら、丁寧に傾聴することを心がけ、保護者が意見や相談をしやすい雰
囲気づくりに努めています。日常的な会話の中で、育児に関する相談に対応しているほか、意見箱を玄関に設置したり、保護者アン
ケートを行うなどして、保護者の意見を積極的に把握するよう取り組んでいます。意見や相談を受け付けた際は、苦情処理に関する規
則により、組織的かつ迅速に対応する体制を整備しています。法人の担当部署で規則の定期的な見直しを図っています。

事故防止対策や対応に関するマニュアルがあり、、施設長を責任者としてリスクマネジメントの体制を整備しています。園内研修で
は、マニュアルに沿って事故発生時の初期動作や通報手順などを確認しています。また、緊急時の対応フローチャートを保育室に掲示
するなどして、適切に対応できるようにしています。事故報告書やヒヤリハットには、事故の要因や状況を記載して再発予防策につい
て話し合い、実践につなげています。チェックリストを用いて各場所や備品等の安全点検を定期的に実施し、事故防止に努めていま
す。

感染症については、「感染症マニュアル」を基に、園全体の管理体制を整えています。マニュアルは事務室に設置し、職員がいつでも
確認できるようにしています。嘔吐処理方法や感染症対策についての園内研修を実施し、知識を深めています。マニュアルは、最新の
情報を反映させて、法人で定期的に見直しを実施し、全園に周知しています。感染症が発生した際は、一斉メールを活用して保護者に
周知するとともに、二次感染予防を注意喚起しています。

災害時の対応については、施設長を中心に管理体制が整っており、園児及び職員の安全確保対策を講じています。園では、毎月、地震
や火災を想定した避難訓練を実施しているほか、津波を想定した訓練も実施しています。災害時の連絡用アプリを用いて安否確認をす
ることとしており、毎月保護者にテスト送信を行っています。非常食や避難用品などの備蓄はリストを作成し定期的に確認していま
す。金沢区の情報配信システムによる避難訓練にも定期的に参加しています。



２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者評価結果

【40】
Ⅲ-２-（１）-①
　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている。

a

＜コメント＞

【41】
Ⅲ-２-（１）-②
　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

a

＜コメント＞

【42】
Ⅲ-２-（２）-①
　アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成している。

a

＜コメント＞

【43】
Ⅲ-２-（２）-②
　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

a

＜コメント＞

【44】
Ⅲ-２-（３）-①
　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。

a

＜コメント＞

【45】
Ⅲ-２-（３）-②
　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

a

＜コメント＞
子どもに関する記録の管理体制については、「個人情報取り扱いマニュアル」に基づいて運用しており、個人情報の記録管理責任者は
施設長となっています。職員は法人研修で個人情報の取り扱いについて学んでいるほか、職員会議などでニュースになった事例を取り
上げるなどして注意喚起を行っています。個人情報に関する重要な文書や書類は、鍵付きの書庫に保管しています。保護者に対して
は、入園時に重要事項説明書を基に説明し、同意書を受領しています。

「保育士のためのデイリープログラム」の内容については、職員と定期的に話し合い、子どもの育ちに合わせて見直しを行っていま
す。特に、園で力を入れている「リズム運動」プログラムは、その年度の子どもたちの登園時間や状況に応じて毎年変更しています。
「保育士のためのデイリープログラム」の見直しにあたっては、日々の保護者とのやり取りから聴取した意見や提案なども反映されて
います。

（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

保育における指導計画は職員が作成し、施設長が最終確認する流れとなっています。入園時の面接は施設長が担当で、子どもの生活状
況や健康状態、アレルギー、喫食状況などを確認し、職員と共有し個別指導計画を作成しています。個別指導計画は、子どもの状況や
保護者のニーズを考慮し、より良い育ちを意識した内容となっています。要支援家庭に対しては、地域のケースワーカーや保健師と相
談しながら個別指導計画を作成しています。

園では、年間指導計画について四半期ごとに、職員会議において振り返り、評価・見直しを行っています。月案についても、職員会議
で評価し、次月の計画の作成につなげています。指導計画は職員がいつでも確認することができ、緊急の変更時には職員同士、口頭で
確認をしています。計画の評価・見直しは日々の子どもの状況に合わせて考慮されており、保護者の意見も参考にしています。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

子ども一人ひとりの発達状況や生活状況について、園で統一された児童表、健康調査票に記入し、個人別のファイルに保管していま
す。個別の指導計画は、子ども一人ひとりの姿・育ちに合わせたものを作成しており、内容について職員会議等で確認しています。記
録の作成にあたっては施設長が確認しており、内容や書き方について統一されています。子どもの日々の記録については「一日の記
録」に細かい情報が記入されており、職員全員に周知されています。

保育業務における標準的な実施方法については、「保育士のためのデイリープログラム」に記載しており、事務室に常備していつでも
確認できるようになっています。また、指導計画のファイルに「保育士のためのデイリープログラム」を貼付して、常に意識を持って
計画作成を行うようにしています。指導計画の評価欄や保育日誌により標準的な実施方法が実施されているか確認しています。


